
○富士見町小中学校児童生徒のフリースクール等通所交通費補助金交付要綱 

令和7年3月12日 

教委告示第4号 

(目的) 

第1条 この要綱は、富士見町の不登校児童生徒等に対し、フリースクール等の通所に要す

る交通費(以下「交通費」という。)を補助することにより、当該児童生徒等家庭の経済的

負担を軽減し、児童生徒の学びの保障や社会的自立を図ることを目的とする。 

(定義) 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 不登校児童生徒 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等

に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3号に規定する不登校児童生徒をいう。 

(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。 

(3) フリースクール等 町が設置する中間教室及び信州型フリースクール認証制度の認

定を受けた民間団体等が運営する施設をいう。 

(補助対象者) 

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に居住し、かつ、住民基本台帳に記

録されている児童生徒の保護者等であって、次のいずれかを利用して通所を行う児童生徒

の保護者等とする。 

(1) 自家用自動車(保護者が通所のための自家用自動車を使用しその費用を負担してい

るもの) 

(2) 公共交通機関(タクシーを除く。) 

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることが

できない。 

(1) 通所しているフリースクール等の行う送迎サービスを受けている者 

(2) 富士見町立小中学校通学費補助金を受けている者 

(補助対象経費) 

第4条 補助金交付の対象となる経費は、不登校児童生徒がフリースクール等に通うに当た

り、その保護者が負担する交通費とする。 

(補助金の額) 

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる通所区分(複数区分を併用している者はいずれか1



つの区分に限る。)に応じて算定し、いずれも月額5,000円を上限とする。 

(1) 自家用自動車 自宅からフリースクール等までの往復距離とし、富士見町職員の旅

費に関する条例(昭和34年富士見町条例第10号)第12条の規定に準ずる額とする。 

(2) 公共交通機関 鉄道の運行区間の運賃(普通旅客運賃)の往復額とする。 

(交付の申請) 

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、富士見町小中学校児童生徒のフリースクール

等通所交通費補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。 

(交付決定) 

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、申請者を交通費補助資

格者として認めるときは、富士見町小中学校児童生徒のフリースクール等通所交通費補助

金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。 

(補助対象期間) 

第8条 補助金交付の対象となる期間は、第6条の規定により申請した日(以下「申請日」と

いう。)の属する月の1日から申請日の属する年度の末日までとする。 

(申請内容の変更) 

第9条 第7条の規定により補助金交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助決定者」とい

う。)は、申請の内容に変更が生じたときは、富士見町小中学校児童生徒のフリースクー

ル等通所交通費補助金変更交付申請書(様式第3号)により、町長に申請しなければならな

い。 

(実績の報告及び補助金の請求) 

第10条 補助決定者は、町長が定める期日までに富士見町小中学校児童生徒のフリースクー

ル等通所交通費補助金実績報告書兼請求書(様式第4号)に富士見町小中学校児童生徒のフ

リースクール等通所実績報告書(様式第5号)等の通所が確認できる書類を添えて町長に提

出するものとする。 

(交付確定) 

第11条 町長は、前条の規定により報告があったときは、その内容を審査し補助金の額を確

定し、10月と3月に支給する。 

(決定の取消し等) 

第12条 町長は、交通費補助資格者が偽りその他不正な行為により補助金の交付決定を受け

又はこの要綱の規定に違反したと認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助

金を交付した場合にあっては、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。 



(補足) 

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。 
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